
＜締め切り延長のお知らせ＞ 

 

遊漁船業者向け安全設備等の義務化及び 

特定操縦免許の制度改正に関する説明会について 

  
北海道知床沖で知床遊覧船事故を受け、船舶安全法関係規則等が改正され、小型船舶への安全

設備等の設置が原則義務化となり（遊漁船など一部については予定）、また、特定操縦免許制度が

改正されております。 

 つきましては、遊漁船業者向け安全設備等の義務化及び特定操縦免許の制度改正に関する説明

会を下記により開催しますので関係者はご出席願います。 
 

１ 日時・場所・定員 

（１）【和歌山市会場】令和７年６月２４日（火） １３:３０～１６:３０ 先着１００名 

和歌山県民文化会館 ３階特設会議室（和歌山市小松原通一丁目１番地） 

（２）【串本町会場】令和７年６月２５日（水） ０９:００～１２:００ 先着５０名 

和歌山県水産試験場 ２階大会議室（東牟婁郡串本町串本１５５７−２０） 

（３）【田辺市会場】令和７年６月２５日（水） １４:３０～１７:３０ 先着１００名 

和歌山県立情報交流センターＢｉｇ・Ｕ 会議室１（田辺市新庄町３３５３−９） 

 

２ 対象者 

和歌山県で登録している遊漁船業関係者・遊漁船業者登録を予定している業者・漁業協同組合 

 

３ 説明会の内容 

（１）安全設備等の義務化の制度概要について（国土交通省） 

（２）安全設備等の義務化の補助事業の概要について（水産庁） 

（３）特定操縦免許の制度改正（移行講習・平水限定解除）について（国土交通省） 

※途中退席可 

 

４ 参加申込 

 参加申込書にて、令和７年６月２０日（金）までに和歌山県庁資源管理課あてお申込みくだ 

さい。（当日参加でも問題ありませんが、席や紙の資料配布は事前申込者を優先します。） 

ＦＡＸ：０７３－４３２－４１２４ 又は メール：e0715001@pref.wakayama.lg.jp 

※メールでの提出の際は見落とし防止のため件名を「遊漁船業者向け説明会 参加申込書」 

とご記載ください。 

 

 

・安全設備等の義務化について： 

  JCI（日本小型船舶検査機構）和歌山支部 ＴＥＬ：０７３－４８２－６６６５ または、 

近畿運輸局 和歌山運輸支局 ＴＥＬ：０７３－４２２－３０１６ 

・遊漁船安全設備導入支援事業（遊漁船業者向け安全設備等の義務化に対する補助事業）の概要について： 

一般社団法人 海洋水産システム協会 研究開発部 

ＴＥＬ：０３－６４１１－００２１ ＵＲＬ：http://www.systemkyokai.or.jp/ 

・特定操縦免許の移行について：近畿運輸局 和歌山運輸支局 ＴＥＬ：０７３－４２２－０６０６ 

・本説明会の開催について：和歌山県庁資源管理課 【担当】堀木・陶山 ＴＥＬ ０７３－４４１－３０１３ 

＜お問い合わせ先＞ 

mailto:e0715001@pref.wakayama.lg.jp

